
道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件の共用書式による処理について

昭和63年4月6日刑二第85号高等裁判所長官,地方,家庭裁判所長

宛事務総長通達

改正平成元年9月28日刑二第177号

平成2年11月26日刑二第283号

平成3璃月30日刑二第87号

平成4年10月21日刑二第216号

平成6年3月15日刑二第74号

平成8年8月23日刑二第231号

平成8年9月24日刑二第256号

平成9年10月15日刑二第245号

平成14年4月24日刑二第144号

平成14年12月13日刑二第400号
平成18年5月22日刑二第00232号

平成19年5月8日刑二第00348号

平成19年9月5日刑二第00553号

平成22年10月1日刑二第00523号

平成25年ll月20日刑二第455号

平成29年2月24日刑二第75号

標記の共用書式（以下「交通切符」という｡）による処理について,法務省及び警察庁と協議の上,下記の
とおり定めましたので,昭和63年5月1日からこれによってください。

なお,昭和43年6月13日付け最高裁刑二第129号事務総長通達｢道路交通法違反事件および自動車の保
管場所の確保等に関する法律違反事件の共用書式による処理について｣は,昭和63年4月30日限り,廃止し
ます。

おって，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。
記

第1 交通切符の様式及び構成

1 道路交通法違反事件のうち道路交通法第9章の規定による通告を要しない事件（同法第130条第2

号所定の事由により告知又は通告をすることができなかった者に係る事件を除く｡以下「非反則事件」
という｡）の処理のための交通切符の様式及び構成は,別紙様式第1の｢道路交通法違反事件迅速処
理のための共用書式｣(以下｢交通切符(甲)｣という｡）のとおりとする｡ただし,各葉の表の｢(5)違反事項・

罰条｣欄中⑥,⑦及び⑧の欄には,各地の実情に応じた違反事項及び罰条を不動文字として掲げて差
し支えない。

2 道路交通法違反事件のうち反則金を納付しないため公訴が提起される事件(道路交通法第130条第

2号所定の事由により告知又は通告をすることができなかった者に係る事件を含む。以下「反則金不

納付事件｣という｡）の処理のための交通切符の様式及び構成は,別紙様式第2の｢反則金不納付事件
迅速処理のための共用書式｣(以下｢交通切符(乙)｣という｡）のとおりとする。

3 自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項違反事件(以下｢保管場所法違反事件｣とい
う｡）の処理のための交通切符の様式及び構成は,別紙様式第3の｢自動車の保管場所の確保等に関
する法律違反事件迅速処理のための共用書式」 （以下｢交通切符(丙)」という｡）のとおりとする。

4 交通切符(甲)，交通切符(乙)及び交通切符(丙)の各葉の表の｢(2)違反車両｣欄には,各地の実情に
応じた車両の種類を不動文字として掲げる。

第2 交通切符(甲)及び交通切符(丙)による事件の処理を行う庁

交通切符(甲)及び交通切符(丙)による事件の処理を行う庁は,刑事事件については刑事局長が,少
年事件については家庭局長が,法務省及び警察庁と協議の上,それぞれ別途通達する。

第3 交通切符(乙)の使用

交通切符(乙)については,各簡易裁判所において,取扱事件の数,処理方式等を勘案し,検察庁と
協議の上， これを使用することができるものとする。

第4 交通切符による処理の要領等

交通切符による刑事件の処理の一般的な要領等については刑事局長から,交通切符による少年事件
の処理の一般的な要領等については家庭局長から,交通切符に関する所要経費等経理関係事項につ
いては経理局長から， それぞれ別途通達する。



別綱1）
（別紙様式第1） 道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式
1紬･日 イ寿1

告 知 票 。 免 許 証 保 管 証 （番号 ）

交 付 日 時 年 月 日 午
H1』

格
時 分

交 付者の所属
階級 及 び氏 名

④

(1)

氏名

少

生 年 月 日

本 籍

住 所

免 許 証

保謹者

ま たは

鋤務先

(2)
違 反 車 両

○印のもの

年 月 日生（ 歳） 驚

鑑 号

年 月 日 公安委凰会交付

住 （趣 ）
志

氏

泉 （ 歳）

職
業

続
柄

大剛甑 普通車 二輪車 原付車 軽車両

謹昼f帝雨、采昼 号（白宝用・珈糞用）

出頭

日時

月

日

午

前後

時

場
所
一
裏
面
記
載
の
と
お
り

男･女

歩行者

(3)
違反日時

(4)
繊反場所

年 月 日 午
前

後
時 分ごろ

付近道路

免許証
保管
有・無

(5)

違
反
事
項
・
閲
条

一
辨
鯛
唖
・
雛
奔
］

｢司一冒一1

I

巳

。
一
・
一
』
『
ｓ
”
ｓ
蝉
（
こ
は
敵
路
交
通
法
六
四
条
一
項
・
二
七
条
の
こ
の
二
一
号

《
ｓ
』
は
。
固
唾
竃
行
令
四
四
条
２
－
”
例
に
よ
る
．

I

①
無 免 許 口無免許運転 口酒酔い運転 口酒気帯び運転(呼気0.15myl以上）
酒酔い等 64．1, 117の2の2(1) 65･1,117の2(1)

②速度超過 口法定速度違反 口指定速度違反

口高速口自専道 22･1,118． 1(1),令’1 22．1,4･1,118

③
④

信号無視

（赤色等）

65･1,117の2の2(3),令“の3

I澱
･I(1),令lの2

ロ慣号機僧号（口赤色ロ黄色）無視

7,4.1.1l9･I(Iの2),令2． 1

、心 km胆

のところ

指定場所 口指定場所一時不停止 口蚕塞首路通行車両等の進行妨害

一時不停止 43.4.1,119.1(2),令1の2 43,119．1(2)

⑤通行区分違反

⑥

⑦
⑧

口右側通行
17・Ⅳ,119･1(2の2)

⑨そ の 他 □

⑩補足 欄

⑪過 失

日警察署長の交通規制
5．1.令3の2

口不注意による確認義務
不履行一Ⅱ追加 ｛

口侶号口法定禁止場所口免許証携帯口速度
口踏切口道路標霞等の表示による禁止制限場所
口同通行帯口 ］

！

(6)反則制度
不餓当
○印のもの

口非反則
行為

口酒気帯び
口麻薬等影響
125・Ⅱ(2)

、密通事故
125．Ⅱ(3)

口居所等不明
126．1(1)

口逃亡
126．1(2)

有 効 期 限

免
許
年
月
日

第
一
種
免
許

・小・原
一

一

その他

第二種免許

免 許 種 類

免許の 条件

年 月 日

年 月 日

年 月 日

4 皇 侯司 日

有然

種
類
大
型
中
型

準
中
型

普
通
大
特

大
自
二

普
自
二

小

特

原
付
け
引

大

二

中

一

一

普

二

大
特
二

け
引
二

備 考
l この保管証は、有効期

間中は運転免許証とみな

されるものですから、運

転するときは、必ず携帯

していなければなりませ

ん

2運転免肝証は、あなた

が指定された日時及び場

所に出頭したときに、こ

の保管柾と引換えに返還

します。

あなたの違反についておたずねしたいことがありますので、上記出頭日時に本晉及び月｣霊を
逵聿I子宣喬で堅雪包調号"､墨司〒lァ岨百百lィぐ汚太し､



即決裁判・略式手続説明書
区検察庁検察官

あなたは、検察官のもとに出頭したのち、表
記違反事実について起訴されると簡易裁判所
の裁判を受けることになります。

その場合、あなたに異議がなければ、

少年 20歳未満の者の事件は、警察ま

たは検察官から家庭裁判所に送
られたうえ、処分が決められます。家庭
裁判所が、刑事処分の必要があると認め

て検察官に送り返した場合には起訴され
ろ妄とになります、

公開の法廷で通常の規定による審判を受けるので

はなしに、交通事件即決裁判手続法により、法廷に出頭し簡易な手続で即決裁判を受ける
か、または刑事訴訟法の定めるところにより、法廷には出頭しないで裁判官に書面審理を
してもらう略式手続による裁判を受けることもできます。 これらの簡易な手続で裁判を受
けたときでも、 もしその裁判に不服があればその裁判を受けた日から14日以内に正式裁判
の請求をすることができます 。

そこで、あなたが即決裁判手続または略式手続のいずれかによって裁判を受けることに
異議がなければ、その旨を明らかにするためあらかじめ（出頭する前に） 自分自身で下の
申述書棚に署名しておいて下さい。 （即決裁判手続または略式手続によることに異議がある
ときは、署名しないままで出頭して下さい。その場合には、検察官があらためて出頭すべ
き日時を指定することがあります。 ） ．

申
述
書

通常の規定による審判を受けられることもよくわかりましたが、即決裁判手続ま

たは略式手続のいずれかの手続によって審理されることに異議がありません。

年 月 日

氏名 ④

略式命令：即決裁判結果通知書

(い）

刺牛名

道路交通法違反 (ろ） 被告人の氏名、年齢、職業
伸展一本嬢2表記（1）のとおり

(は）

裁

判

主文

罪となる

べき事実

適 用

法 令

被告人を罰金 円に処する。
これを完納することができないときは金 円を1日
に換算した期間被告人を労役場に留置する。
第1項の金額を仮に納付することを命ずる。

被告人にかかる表記(2)、 (3)、 (4)、 (5)記載の事実

表記(5)記載の罰条

刑法18条、刑訴法348条

(に)裁判をした

裁判所及び年月日
簡易裁判所： 年 月 日

(ほ)裁判官の官、

氏名

同庁
簡易裁判所判事

上記略式命令に対しては、告知を受けた日から14日以内に当裁判所に対し正式裁判の請求
をすることができる。

上記は謄本である。 《

前同日同庁 ： 裁判所書記官 ⑳

出頭場所

電話

(略図）



B

本涌事件原票 （番号 ）

(1枚目表に同じ。）

(6)

反則制度不

該当

○印のもの

口非反則

行為

口無免許・無資格

125． Ⅱ(I)

口交通事故

125･n(3)

口居所等不明

126.1(1)

口逃亡

126．1(2)

決裁印 捜査報告書 （番号 ）

年 月 日 警察署

警察署長殿 司法巡査

上記(1)の者にかかる(2)、 (3)、 (4)、 (5)の違反事実を ｛
口現認
口認知 （

○印
のもの ]｝ し、 (6)の事実を

確認したからその状況等を報告する。なお、違反者は、上記違反事実について、

年 月 日次のとおり供述書を作成した ◎



(報告書：続）

特
記
事
項

起 訴 状 裁判所

受付

表記(1)にかかる(2)、 (3)、 (4)、 (5)記載の道路交通法違反被告事件につき公訴を提起し
口略式命令

口即決裁判

本件につき

を確かめた。

(○印のもの）

｛
｝ を請求する。

口刑訴法461条の2のI項（○印のもの）

口交通事件即決裁判手続法4条Ⅱ項

年 月 日 区検察庁

簡易裁判所殿

検察官副検事

｝の手続をし異議のないこと

③

科刑音園9罰今 円（仮納付）

甲）略式命令（刑訴法461条の2のⅡ項の書面を確認した）
ァ.1本彌童伸即津鋳判手鋳調雲塞項 (O印の＊､の）

(い）

事件名
道路交通法違反 ．

(ろ)被告人の氏名、年齢、職業
住居、本籍：表記（1）のとおり

、

ｊ

帷
裁
判

主 文

罪となる

べき事実

適 用

法 令

被告人を罰金 、 円に処する。

これを完納することができないときは金 円を1日

に換算した期間被告人を労役場に留腫する。

第1項の金額を仮に納付することを命ずる。

被告人にかかる表記(2)、 （3） 、 (4)、 (5)記載の事実

表記(5)記載の罰条

刑法18条、刑訴法348条（甲の場合）
本涌事件即決裁判手続法15条（乙の場合）

(に）裁判をした裁

判所及び年月日
簡易裁判所： 年 月 日

(ほ）裁判官の官、

氏名

同庁
簡易裁判所判事 側

(甲の場合）上記略式命令に対しては、告知を受けた日から14日以内に当裁判所に対し
下ま鋳判の譜圭券-d→ろ妄ルがで去る．

Al交通事件即決裁判手続調書
上記(ろ)に対する上記違反事件について(に)記載の年月

日、裁判所において（ほ)記載の裁判官及び当職列席のうえ
開廷し、同裁判官は上記(は)のとおり裁判を宣告した。

裁判官認印 B)送達報告書

上記略式命令の謄

本は即日被告人に

交付送達した。

AB(○印のもの）につき
詩冒ロ曰岸． 罰杢止II訴筆聿壹 (罰

確壼のR 年 月 日



徴 ⅡV 今 l息望 （番昌一 ）

(1枚目表に同じ。）

(6)

反則制度

不該当

○印のもの

口非反則

行為

口無免許・無資格

1ZS．Ⅱ(1)

口交通事故

125･n(3)

口居所等不明

126.1(I)

口逃亡

126．1(2)

裁判の日 年 月 日
略式

即決
裁判官

確定の日 年 月 日 作成の月日

執行すべき金額

０
０
０
８

１
１
１
０

０
１
１
０

０
０
１
０

０
０
１
８

０
０
１
■

０
１
１
■

０
二
■
■
｝
■

凸
Ｕ
凸
■
■
■
白

労役場留腫 1日の換算金額 円 留置 日

処
分

年 月 日 事 由 処分番号 処分済金額 未済金額

検察官指極印 徴収主任印
亘錨＆、Z…匡、 作成者印 原票

年 号



執
行
手
続

納付告知書(甲・乙） 発出 年月 日
納付

期限
年月 日 領収 年月 日

督
促

督促状(甲・乙) ・他

督促状(甲・乙) ・他

督促状(甲・乙) ・他

督促状(甲・乙) ・他

発出

発出

発出

発出

年月 日

年月 日

年月 日

年月 日

納付

期限

納付

期限

納付

期限

納付

期限

年月 日

年月 日

年月 日

年月 日

領収

領収

領収

領収

年月 日

年月 日

年月 日

年月 日

納付延期

年 月 日許可

年 月 日許可

期限

期限

年 月 日

年 月 日

収
容
状

発付

結果

発付

結果

年 月 日 署 発付薄第 号

年 月 日 取消し 年 月 日

年 月 日 署 発付薄第 号

年 月 日 取消し 年 月 日

労
役
場
留
置

指揮 年 月 日 署・刑務所

留置期間 日 指揮簿第 号

結果 年 月 日 取消し 年 月 日

変更指揮 年 月 日

強
制
執
行

命令 年 月 日

依頼 年 月 日 法務局

執行すべき金額 円

て
ん
末
等

調
査

匡 月 日

備
考



取締 り 原票 （番号 ）

(1枚目表に同じ。）



4枚目 （裏）

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

(都道府県の実情による。 ）

●

(注意） 1枚目 （表）の（2）欄について，各庁の実情に応じ， 「事業用』に代えて「営業用」

とすることは差し支えない。



別綱2）

（別紙様式第2）

1枚目 （表）

反則金不納付事件迅速処理のための共用書式

(1)

氏名
職
業年 月 日生 （ 歳）年 齢

本 籍

住 居

大 型 車｜普 通 車｜二輪車l原付車(2)

事
業
用

自
家
用

違反車両

(湖 号登録(車両)番号

午： ‘瀞 分ごろ(3)違反日時 平成 年 月 日

(4)違反場所少

(5)

違
反
事
項
・
罰
条

｛
輌
需
詐
銅
唖
即
符
二
枚
目
交
通
事
件
〕

起 訴 状

上記(1)の者に対する上記(2),(3),(4), (5)記載の道路交通法違反被告事件につき公翫を提起し

{藤鑪《o印…' }…する。
本件につき略式手続又は即決裁判手続についてわかりやすく説明し，かつ，通常の

規定に従って審判を受けることができる旨を告げ，略式手続又は即決裁判手続による

ことについて異議がないかどうかを確かめたところ，被疑者は異議がない旨を申し立

て，裏面の申述書でその旨を明らかにした。

平成 年 月 日

区検察庁検察官 ⑳

簡易裁判所殿

円(仮納付）科刑意見：罰金

裁判所
受 付年 検



1枚目 （裏）

甲）略式命令

乙）交通率件即決裁判手続調書事項
(○印のもの）

(い）事件名

道路交通法違反

(ろ） 被告人の氏名，年齢，職業，住居，

本籍：表記(1)のとおり。

(は）

裁

判

主 文

罪となる

べき事実

適 用

法 令

被告人を罰金 円に処する。

これを完納することができないときは金 円を1日に換算した期間被告人を労

役場に留図する。

範1項の金額を仮に納付することを命ずる。

被告人にかかる表記(2)， (3)， (4)，(5)記載の事実

表記(5)記載の罰条

刑法18条

刑訴法348条(甲の渦合）

在彌毒件即決裁判手続法15条(乙の場合）

(に)裁判をした裁

判所及び年月日

簡易栽判所：平成 年 月 日

(ほ)裁判官の官

氏名

同庁

簡易裁判所判事
⑳

(甲の場合）上記略式命令に対しては，告知を受けた日から14日以内に当裁判所に対し正式裁判の請求をする

ことができる。 。

A)交通事件即決裁判手続鯛啓

裁判官縄印

上記(ろ)に対する上記違反率件について（に)記較の年月日裁判所において（ほ）

記載の裁判官及び当職列席のうえ開廷し同裁判官は上記(は)のとおり裁判を宣告した。

B)送達報告番

上記略式命令の脇．

本は即日被告人に

交付送迩した。

A B (○印のもの)につき

前同日同庁：裁判所密記官 ⑳

硫定の 日 平成 年 月 日

申

述

書

通常の規定による審判を受けられることもよくわかりましたが，略式手続又は即決裁判手続

のいずれかの手続によって審理されることに異駿がありません。

平成 年 月 日

氏名 ⑳



2枚目 （表）

(1)

(2)

（
一
枚
目
表
に
同
じ
・
）

(3)(3)

(4)(4)

(5)



2枚目 （裏）

略式命令：即決裁判結果通知書

(ろ）(ろ）(い）

（
一
枚
目
裏
に
同
じ
。
）

(は）(は）

裁裁

表記(5)記載の罰条

刑法18条

刑訴法348条

適 用
判

法 令

［
圭
棚
吠
一

(に）

(ほ）

上記略式命令に対しては，告知を受けた日から14日以内に当裁判所に対して正式裁判の請求

をすることができる。

上記は謄本である。

前同日同庁：裁判所書記官 ③

(注意） 1枚目 （表）の（2）欄について，各庁の実情に応じ， 「事業用」に代えて「営業用」とす

ることは差し支えない。



別綱3）
（別紙様式第3） 自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件迅速処理のための共用書式

告 知 票 （番号 ）

交 付 日 時 年 月 日 午
削
後 時 分

交 付者 の 所 属
階級 及 び 氏 名 ④
(1)

氏名

生年月 日

本 籍

住 ． 所

免 許 証

保護者
または

勤務先

(2)
違 反 車 両

○印のもの

年 月 日生（ 歳） 蕊

(敏 ）

斌 号

年 月 日 公安委員会交付

住

所 （趣 ）

氏

名 （ 歳）

職
業

続
柄

大型車 普通車

事
業
用

自
家
用

登録(車両)番号

号

少
(3)
違反日時

年 月 日午 前後 時 分ごろから

年 月 日午 前後 時 分ごろまで

男･女

(4)

違反場所 付近道路

(5)

『雨一日
違
反
砺
項
・
嗣
条

を
○
印
で
そ
の

●

ん
だ
事
項
の
数

筐一J
戸一
は塞保弓
、 翌淳 ・
岡国に国
法 関へ
瞳はす0J
行 、る－
令同法は
附法律 、
則附十自
三則七助
項三条車
の項二の

例 、項係
に寺二笹
よ塞号出
るヨ 、所
・ 日 の

砿
（ ノ

自動車の保管場所の確保等に関する法律違反

長時間駐車
17･n(2)、附則Ⅲ、
令附則Ⅲ

I

｛
□12時間以上

11 ．Ⅱ(1) ( 時 分間）
口夜間8時間以上
11 ・Ⅱ(2)

日没 月 日午後 時 分

日出 月 日午前 時 分I

出 頭

あなたの違反についておたずねしたいことがありますので、 年

月 日午 時に本書および印鑑を持参して下記の場所に出頭してくださ

い。

出頭場所 ′

電 話

(略 図）



1枚目 （裏）



2枚目 （表

決裁印

ゞゞ" ‘番号‘ ､診=’
（口印は○で囲んだもの）

上記(1)の者にかかる(2)、 (3)、 (4)、 (5)の違反事実を認めたからその状況等を報告する。

日次のとお年 月なお、違反者は、上記違反事実について、

り供述書を作成した。

口 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令4条の適用除外事由なし。

口 日没・日出は、 によって確認した。

年検年検 に続く

交通事件原票（番号 ）

（1枚目表に同じ。）

供
述

書

私が上記違反をしたことは相違ありません。事情は次のとおりであります

氏名

ａ

ｂ

◎



2枚目

夕

(報告書：続）

侶本巡査職}が 年
月 日午 時 分ごろ
上記(4)の場所に駐車中の上記(2)の
車両を認めたので、

移動の有無がわかるようにしておいたが、侶本巡査職｝ が 年

月 日午 時 分ごろ同所に行ったところ、同車両が

移動した形跡はなかった。

特
記
事
項

起 訴 状 裁判所

受付

表記(1)にかかる(2)、 (3)、 (4)、 (5)記載の自動車の保管場所の確保等に関する法律違反

被告事件につき公訴を提起し、略式命令を請求する。

本件につき刑訴法461条の2のI項の手続をし異議のないことを確かめた。

年 月 日

区検察庁

簡易裁判所殿

検察官 ③

科刑意見：罰金 円（仮納付）

略式命令（刑訴法461条の2のⅡ項の書面を確認した）

(い）

事件名

自動車の保管場所の確保

等に関する法律違反
(ろ)被告人の氏名、年齢、職業、住居、本籍：表記(1)
のとおり

ｊ

帷
裁
判

主 文

罪となる

べき事実

適 用

法 令

被告人を罰金 円に処する。
これを完納することができないときは金 円を1日
に換算した期間被告人を労役場に留置する。
篭1項の今舘券仮に納付すること左命ずろ、

被告人にかかる表記(2)、 (3)、 (4)、 (5)記載の事実

表記(5)記載の罰条
刑洪1R=_刑訴法348条

(に)裁判をした裁

判所及び年月日
簡易裁判所： 年 月 日

(ほ)裁判官の

官、氏名

同庁
簡易裁判所判事 ③

上記略式命令に対しては、告知を受けた日から14日以内に当裁判所に対し正式
裁判の謂求をすることができる。

送達報告書
上記略式命令の謄本は即日被告人に交付送達した。
前同日同庁：裁判所書記官 ③

確定の日 年 月 日

ノ





3枚目 （裏）

執
行
手
続

納付告知書（甲・乙） 発出 年 月 日
納付

期限
年月 日 領収 年月 日

督
促

督促状(甲・Zj･他

督促状(甲・Zj・他

督促状(甲・Zj・他

督促状(甲．こ』・他

発出

発出

発出

発出

年月 日

年月 日

年月 日

年月 日

納付

期限

納付

期限

納付

期限

納付

期限

年月 日

年月 日

年月 日

年月 日

領収

領収

領収

領収

年月 日

年月 日

年 月 日

年 月 日

納付延期
年 月 日許可

年 月 日許可

期限

期限

年 月 日

年 月 日

収
容
状

発付

結果

発付

結果

年 月 日 署 発付薄第 号

年 月 日 取消し 年 月 日

年 月 日 署 発付薄第 号

年 月 日 取消し 年 月 日

労
役
場
留
置

強
制
執
行

指揮 年 月 日 署・刑務所

留置期間 日 指揮簿第 号

結果 年 月 日 取消し 年 月 日

変更指揮 年 月 日

命令 年 月 日

依頼 年 月 日 法務局

執行すべき金額 円

て
ん
末
等

調
査

。

F 月 日

備
考



4枚目 （表）

取締り原票 （番号 ）

(1枚目表に同じ｡）

(注意） 1枚目 （表）の（2）欄について，各庁の実情に応じ， 「事業用」に代えて「営業用」 と

することは差し支えない。


